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１ 件 名 待機児童対策 放課後児童クラブの開所について 

２ 概 要 

待機児童を効果的に解消するため、待機児童の多い小学

校の周辺エリアに民設民営の放課後児童クラブ施設を整

備する事業者に対して補助金を交付し、施設を整備。４月

１日から開所する。 

３ 目 的 

公設の放課後児童クラブの待機児童が増加する清水小

学校及び妻田小学校の学区内（妻田１丁目）において、待

機児童の解消を図る。 

４ 背 景 

清水小学校及び妻田小学校は、一時的余裕教室も、学校

敷地内にプレハブを設置するスペースもないことから、学

校周辺エリアに放課後児童クラブを整備・運営する事業者

を公募し、施設整備を進めていた。 

 

５ 

ＰＲしたい

内容、セー

ルスポイン

ト、前回と

の違い等 

１ 入所要件、育成料、開所時間等を、公設の放課後児童

クラブに準じた運営とすることで、効果的に待機児童の

解消を図る。 

２ 民設民営の放課後児童クラブであるため、今後は開所

時間の延長や一時預かりなど、保護者のニーズに対し、

柔軟な対応が期待できる。 

 

 

６ 予 算 １３，１００千円 

７ 添付資料 待機児童対策放課後児童クラブの概要 

８ 問合せ先 
部課名 厚木市 こども未来部 こども育成課 

電 話 （０４６）２２５－２５８２ 

 

資料２ 



待機児童対策放課後児童クラブ施設概要 

 

１ 整備・運営法人 

  社会福祉法人 新考会
しんこうかい

（理事長 湯浅 隆夫） 

 

２ 施設名 

こばとKID’Sクラブ妻田 

 

３ 設置場所 

厚木市妻田北１丁目１３－１４ 厚木マイプラザＢ棟３階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 支援の単位及び定員 

(1) 支援の単位 １ 

(2) 定員 ４０人 

 

５ 整備方法 

既存物件（賃貸含む。）の内装等の改修による放課後児童クラブ施設の設置 

 

６ 開所日 

令和２年４月１日 

 

７ その他 

開所時間、利用料等は、公設の放課後児童クラブに準じる。 

 

【参考】公設の放課後児童クラブの開所時間等 

 １ 開所時間 月曜日～金曜日  授業終了後～１９時 
      土曜・長期休業日 ７時３０分～１９時 
 

２ 育成料（利用料） 授業終了後～１８時 月額 ４，０００円 
          授業終了後～１９時 月額 ４，８００円 


